
■開催日時 令和６年２月８日（木） 午後３時～午後５時 

■会  場 厚木アーバンホテル本館２階  

厚木市中町３－１４－１４ 電話２２２－３３４４ 

■講  師 みたけ社会保険労務士事務所 三嶽 忍 氏 

■定  員 ４０名 

■参 加 費 無料 

■申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、厚木法人会へＦＡＸ等でお送りください。 

■申込締切 ２月６日（火）但し、定員に達し次第締め切ります。 

《お申込み・お問い合わせ》 

〒243-0017 厚木市栄町１-１６-１５ 公益社団法人厚木法人会 源泉部会 

電 話 ０４６ｰ２２１ｰ１０５５ ＦＡＸ ０４６ｰ２２２ｰ３８０８ 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和 6 年 4 月スタート労働条件明示ルール改正のための対応」 参加申込書 

 
 
会社名                      

 

電話番号                ＦＡＸ番号               
 

参加者名                参加者名                
 

【個人情報の取扱いについて】当会は、この参加申込書に係る個人情報を、この研修会の名簿作成などのために利用し、それ以外の目的 

で利用することは、一切ございません。 

 

厚木法人会源泉部会では、労務関係の諸事項等について研修会を開催いたします。社内の皆様

お誘いあわせのうえご出席ください。 

 

令和６年４月から「労働条件通知書（雇用契約書）」の明示事項のルールが改正されま

す。労働条件通知書は、労働条件について事業主と労働者との書面による重要な締結事項

です。賃金はもちろんのこと労働時間、契約期間、職務の変更、転勤など、すべての原点

になる最も重要な手続きです。改正点は基より、就業中や退職時等でのトラブル防止を目

的に、想定される課題を上げながら適切な労働条件通知書の記載内容と考え方を詳細に解

説いたします。 

◆ 雇用契約書の絶対的明示事項の確認（正社員と有期契約社員との違い） 

◆ 新ルール「就業の場所や将来を見据えた業務の変更の範囲」の考え方と記載 

◆ 新ルール「有期契約者の更新上限」等改正点の考え方と記載 

◆ その他、早めに対応すべき今後の法改正情報 

 
令和 6 年 4 月スタート 

労働条件明示ルール改正のための対応 

【厚木税務署管内 厚木市･愛川町･清川村】 

２月研修会 


